
主目的 1 2 3

副目的

款 項 目 大 中

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

消費者の不利益を防止し、市民の消費生活の安全安心に関する問題を保護することを通し

て、だまされにくい賢い消費者の育成を図る。

内容

（手段）

◆２５年度実施内容

・消費生活相談・・・月から金曜日。午前１０時から正午、午後１時から４時３０分。(閉庁日を

　　　　　　　　　　　　除く)

　　　　　　　　　　　　面談・電話相談　<消費生活相談員常時２人体制>

・多重債務法律相談・・・第３・５水曜日。午後１時から午後４時まで(１人３０分)面談相談。

　　　　　　　　　　　　　　　要予約〈弁護士〉　それぞれの相談に応じ、必要な助言、情報の

　　　　　　　　　　　　　　　提供。

・愛知県多重債務者相談強化月間において１日無料相談会を開催した。

〈弁護士・消費生活相談員の２人体制〉

・消費生活出前講座・・・依頼に応じて実施

　　消費者被害を身近な問題として理解することを目的に、寸劇を交え分かりやすく実施。

・消費生活特別講座・・・年３回

　　消費生活知識の向上を図り、主体性のある消費者の育成を目的に実施。

・金融知識普及・生活設計推進講座・・・年３回

市民安全課

相談係
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事務事業名 消費生活対策事業

会計区分 事業類型 一般

単位

千円

人
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人

千円

千円

％

千円

千円

千円

受益者負担

Ｈ26予算額

（手段）

Ｈ23決算額

3,9254,652

0.71

・金融知識普及・生活設計推進講座・・・年３回

　　市民の健全な家計や安定した生活を実現するための基礎知識の習得を目的に実施。

・生活展・・・消費生活に有用な情報の提供・知識の向上を図り、消費生活の安定と向上

　　　　　　　 を目的として年１回実施。

◆２５年度直接経費内訳

　　消費生活関係謝礼　283千円　　生活展開催委託　2,075千円

　　多重債務相談弁護士委託　535千円　　旅費等　494千円

　その他財源の内容

　　市町村貯蓄生活設計推進助成金　45千円

◆２６直接経費内訳

　　消費生活関係謝礼　480千円　生活展開催委託　2,266千円

　　多重債務相談弁護士委託　519千円　旅費等　660千円
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単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績
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実績

講座受講者数
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事業の

達成状況

　消費生活相談員が対応する消費生活相談窓口を週５日開設し、消費生活や多重債

務に関する相談、苦情を受け付けた。

　一般消費者及び消費者団体の消費生活知識の向上を図るとともに主体性のある消

費者の育成を目的とし、講座を開催した。講座受講者数は目標を達成することができ

た。
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事業番号

件

755

500

H23

1,411

244

250

431

15

講座開催

多重債務相談開設日

数

成果指標名

消費生活相談件数

活動指標名
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年年年年

度度度度

のののの

実実実実

事業実施におけ

る課題

　消費者被害に対応するためには、徴収関係課や福祉関係課との連携が必要である

ので、庁内ネットワークを構築しなければならない。

　また、平成２４年７月に開設した市民総合相談案内との連携も必要である。
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次次次次

評評評評

価価価価

一次評価のとおり。維　持

方向性の判定

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由方向性の判定

維　持

　市民総合相談窓口で受け付けた相談については、今後も相談員が消費生活相談へ

内容を伝えることによりスムーズに相談を引き継ぐようにする。

　また、福祉関係課や徴収関係課等との庁内ネットワークの構築のための検討を進

めていく。
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向向向向
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２７年度以降

の改善案

　福祉関係課や徴収関係課等との庁内ネットワークの構築のための検討を引き続き

進めていく。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

　複雑化、多様化し、高水準で推移する消費者被害に対応するためには、専門の知

識を習得した消費生活相談員の消費者センターでの相談が必要であるため。

判定理由

　消費者被害件数は、若干減少しているものの高水準にあり、被害金額は増加の傾

向にある。被害内容は多様化、複雑化している。相談窓口を縮小、廃止した場合、専

門的な知識を習得した相談員の相談を受けることができず、市民が被害を受けること

が多くなる。

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２６年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）


